
伝統工芸魅力向上・担い手確保支援業務
企画提案募集要項

１ 目的
現在、伝統産業を取り巻く状況は、人口減少・高齢化による「担い手不足」や生

活様式の変化による「需要・売上の減少」など、大変厳しい状況に直面している。
こうした危機的状況から早期の回復を図るため、インターンシップや企業見学会の
実施による担い手確保、ＥＣの活用による販路拡大を促進することによって、雇用
の創出につなげる。

２ 業務概要
（１）委託業務名

伝統工芸魅力向上・担い手確保支援業務

（２）業務実施形態
委託事業（本事業に採択された事業者と徳島県との間で委託契約を締結）

（３）業務委託期間
契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで

（４）委託業務内容
別紙「伝統工芸魅力向上・担い手確保支援業務委託仕様書」のとおり

（５）委託業務金額の上限
９，５００千円（消費税及び地方消費税を含む。）

（６）委託業務対象経費
別紙「伝統工芸魅力向上・担い手確保支援業務委託仕様書」のとおり

（７）契約の方法
公募型プロポーザル方式による随意契約とし、広く企画提案を募集し、その

内容を審査して最優秀提案者を選定し、その提案提出者を契約予定者とする。

（８）全業務に係る要求
ア 各業務に係る実施体制を整備すること。
イ 個人情報保護の規定を備え、遵守すること。
ウ 各業務実施に関する効率的な広報を行うこと。
エ 活動の計画及び実施状況の報告を随時行うこと。

（９）企画提案の参加資格
次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 業務内容を十分理解し、提案事項を的確に遂行できる能力を有する者
イ 徳島県内に住所（事業者にあっては本店又は支店）を有する者
ウ 県内において、本業務と同種又はイベント業務の運営の実績を有する者
エ 法人等その代表者が、次の事項に該当しない者
ａ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定
に該当する者。地方自治法第２４４条の２第１項の規定により徳島県又は
他の地方公共団体からの指定の取消しを受け又は当該処分の日から起算し
て２年を経過しない者

ｂ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法
律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はそ
の構成員（暴力団の構成団体の構成員も含む。）若しくは暴力団の構成員



でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある団体
ｃ 会社更生法（平成１４年法律第１５４条）に基づく更正手続開始の申立
て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申
立て又は破産法（平成１６年法律第７５条）に基づく破産手続開始の申立
てがなされた者。ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の申立て又は
民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者であっても、
更正計画の認可が決定、又は再生計画の認可が確定している者については、
当該申立てがなされていない者としてみなす。

ｄ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５
４号）第３条又は第８条第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関
係機関に認定された日から２年を経過しない者

ｅ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者
ｆ 役員（法令の監査及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当す
る者がいる団体
（ａ） 成年被後見人又は被保佐人
（ｂ） 破産者で復権を得ない者
（ｃ） 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の

執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
ｇ 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反
する等適当でないと認められる者

ｈ 事業所の本社及び営業所等の所在地の都道府県税に未納があること。

３ プロポーザルの手続き等
（１）スケジュール

令和８年３月２３日（月） 募集開始
４月 ３日（金） 参加申込・質問受付締切
４月２４日（金） 企画提案書・辞退届の提出締切
５月中旬（予定） 選定委員会
５月下旬（予定） 契約締結・業務開始

（２）募集要項等の公表
ア 配布開始 令和８年３月２３日（月）
イ 配布場所 徳島県ホームページ

（３）参加表明書の受付
ア 受付期間 令和８年３月２３日（月）～令和８年４月３日（金）

午後５時１５分まで
イ 提出書類及び部数
ａ 参加申込書 （様式第１号）・・・１部
ｂ 添付書類・・・各１部
（ａ）直近２期分の決算書
（ｂ）法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、個人事業者の場
合は個人事業開始届の写し

（ｃ）事業所の本社及び営業所等の所在地の都道府県税に未納がない旨の
証明書

ｃ 会社概要が分かる書類（パンフレット等）・・・８部
ウ 提出方法

イノベーション創出課まで持参または書留郵便により提出すること
（４月３日（金）午後５時１５分までに必着）。
※持参による受付は、午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土曜、日曜及び祝日を除く）。



（４）質問の受付
ア 受付期間 令和８年３月２３日（月）～令和８年４月３日（金）

午後５時１５分まで
イ 受付方法 電子メールにより、「７ 問い合わせ先及び書類提出先」あてに

質問票（様式第４号）を提出すること。
ウ 回答方法 電子メールにより回答を送付する。

（５）企画提案書の受付
ア 受付期間 令和８年４月３日（金）～令和８年４月２４日（金）

午後５時１５分まで
イ 提出書類
ａ 企画提案書送付文（様式第２号）
ｂ 企画提案書（任意様式）

企画提案書には、少なくとも以下の内容を記載すること。
・本業務委託の企画提案内容に関する基本的な考え方・方向性
・本業務委託の目的・仕様内容を踏まえたコンセプト
・具体的な本業務委託企画提案内容
・本業務委託企画提案内容を実施した場合の効果
・本業務委託企画提案内容の具体的なスケジュール

ｃ 類似業務実績調書（様式第３号）
業務実績（令和２年度以降に受託した類似委託業務（国、地方公共団
体、民間企業問わず）について記載すること。

ｄ 委託業務に係る経費の見積書（様式第４号）
ウ 提出部数 各８部
エ 提出方法 イノベーション創出課まで持参または書留郵便により提出する

こと。
（４月２４日（金）午後５時１５分までに必着）。
※持参による受付は、午前８時３０分から午後５時１５分まで
（土曜、日曜及び祝日を除く）。

（６）留意事項
ア 応募は１参加者につき１件とする。
イ 企画提案書の作成、提出に要する一切の費用は、応募者の負担とする。
ウ 提出された企画提案書の差し替え及び再提出は、原則認めない。ただし、
書類の不足・不備の補完、内容不明点の確認のほか、必要に応じ、追加資料
の提出を求める場合がある。

エ 提出された企画提案書は、当該提案者に無断で二次的な使用は行わない。
オ 選定されなかった企画提案書は、原則返却しない。
カ 提案が選定された場合は、企画競争の実施の結果、最適な者として選定し
た者であるが、契約手続きを完了するまでは当法人との契約関係を生じるも
のではない。

キ 業務の実施に当たっては、県と十分協議しながら事業を進めるものとする。
ク 契約履行過程で生じた成果物、制作物の著作物は、県に帰属する。
ケ 本要項にない項目で疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。

（７）選定方法
プレゼンテーションによる審査とし、審査委員が企画提案書ごとに各評価項目

について点数を記入する。ただし、審査結果如何によっては、いずれの参加者も
契約候補者に選定しないことがある。また、参加者が１者だった場合には、総合
的に評価して契約候補者としての適否を判断する。



（８）選定基準
選定はプレゼンテーションによる審査とし、審査委員は次の観点に基づき審査

する。ただし、評価基準の配点等に関する質問は受け付けない。
ア 業務内容の理解度：事業の目的、趣旨を十分に踏まえた企画提案がなされ
ているか。

イ 提案内容の実効性：提案内容が具体的で説得力があり成果が期待できるも
のであるか。

ウ 業務遂行の確実性：事業の準備を含め業務全体を円滑かつ安定的に遂行で
きるか。

エ 予算の妥当性：企画提案内容が予算的に妥当なものであるか。

（９）審査結果
審査の結果については、速やかに参加者に通知するとともに、最優秀提案者（契

約交渉の相手方）の名称を徳島県ホームページ上で公表するものとする。ただし、
審査の経緯は公表しない。また、選定結果に対する異議申し立ては受理しない。

４ 契約の締結
（１）契約方法

ア 審査委員会が選定した最優秀提案者を契約予定者とする。
イ 契約内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、県と契約予定
者が協議を行い決定する。この協議の際に企画提案の内容を一部変更するこ
とがある。

ウ 協議が整った場合に契約を締結することとし、契約条項については契約予
定者と協議して定める。

エ 最優秀提案者との協議が整わなかった場合は、その選定を取り消すととも
に、審査委員会において次点となったものを契約予定者とし、契約内容につ
いての協議等を行った上で、契約を締結する。

（２）契約保証金
契約保証金は免除。

５ 業務の適正な実施に関する事項
（１）関係法令の遵守

請負者は関係法令を遵守すること。

（２）業務の一括再委託の禁止
請負者は、請負者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、
県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。

（３）個人情報保護
請負者が委託業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、徳島県個人

情報保護条例（平成14年徳島県条例第43号）、知事が取り扱う個人情報に関する
徳島県個人情報保護条例施行規則（平成14年徳島県規則第78号）に基づき、その
取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努め
ることとする。

（４）守秘義務
請負者は委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用することはできない。また委託業務終了後も同様とする。



６ 業務の継続が困難となった場合の措置について
県と請負者との契約期間中において、請負者による業務の継続が困難になった場

合の措置は、次のとおりとする。

（１）請負者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合
請負者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、県は契

約の解除ができる。この場合、県に生じた損害は、請負者が賠償するものとする。
なお、次期請負者が円滑かつ支障なく本業務を遂行できるよう、引き継ぎを行う
ものとする。

（２）その他の事由により業務の継続が困難となった場合
災害その他不可抗力等、県及び請負者双方の責に帰すことができない事由によ

り業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。
一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより
契約を解除できるものとする。なお、委託期間終了若しくは契約の解除などによ
り次期請負者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、必要
なデータ等を遅滞なく提供しなければならない。

７ 問い合わせ先及び書類提出先
徳島県 経済産業部 イノベーション創出課 産業創生担当
〒770-8570 徳島市万代町1丁目1番地
TEL 088-621-2324 FAX 088-621-2897
電子メール：innovation@pref.tokushima.lg.jp


